
 

                       Press Release  

 

 

 

 

 

 

 

 

 報道関係者各位 

 

東日本大震災による新卒者の内定取り消し・入職時期繰り下げなどの状況 

（６月 30日時点） 

 

厚生労働省はこのほど、大学や高校などを今春卒業した新卒者のうち、東日本大震災の影

響で内定を取り消されたり、入職（入社）の時期を繰下げられたりした人について、震災が

発生した３月 11日から６月 30日までの状況をまとめましたので、公表します。 
 

事業主が内定の取消し・入職時期の繰下げを行う場合は、公共職業安定所（ハローワー

ク）に報告する必要があり、今回、震災発生時からの報告の累計をまとめました。集計結果

には、被災地域の新卒者だけでなく、被災地域外に住んでいながら、震災の影響で内定を取

り消されるなどした人も含まれます。 

 

一方、卒業後３年以内既卒者については、採用した事業主に奨励金を支給する制度があり

ますが、厚生労働省では４月６日に、「被災した」３年以内既卒者に限定した求人をハローワ

ークに提出し採用した事業主に対し、特例措置として、支給額の増額・支給要件の緩和を行

いました。この特例措置に関し、６月 30日までに全国のハローワークに提出された「奨励金

対象求人数」と「雇用開始者数」の累計についても、以下に取りまとめました。 
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【採用内定取消し・入職時期繰下げ件数（３月 11 日～６月 30日）】 

○ 内定取消し       416人（121事業所） 
 

○ 入職時期繰下げ    2,366人（266事業所） 

 

【３年以内既卒者対象奨励金の特例措置実施状況（４月６日～６月 30 日）】 

○ 奨励金対象求人数  14,844人 
 

○ 雇用開始者数        652人 


